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   令和４年度伊達市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第 22 条第１項の規定に

より、審査に付された令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて審査を行ったので、その結果について別紙のとおり意見を提出します。 
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（注）  

１ 文中・表中に用いる金額は、原則として千円単位（単位未満を四捨五入） 

２ 文中の「ポイント」とは、百分比または指数相互間における単純差引した 

数値を指す 

３ 文中・各表中における比率等の用法は、次のとおり 

（１）比率（％）・・・ 小数点以下第２位を四捨五入 

（２）「0.0」 ・・・・ 該当数値はあるが 0.05％未満のもの 

（３）「－」・・・・・ 該当数値なし、算出不能または無意味なもの 

４ 「皆増」は、前年度又は当初予算に数値がなく全額増加したもの 

５  「皆減」は、当年度の数値がなく全額減少したもの  
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令和４年度決算に基づく健全化判断比率審査意見 

 

 

１ 審査の対象  

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎

となる事項を記載した書類 

 

２ 審査の期間  

  令和５年８月３日から令和５年８月１７日まで 

 

３ 審査の方法  

  令和４年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が正

確に作成されているかについて審査を行った。 

 

４ 審査の結果 

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも 

正確に作成されているものと認められた。 

  なお、令和４年度一般会計歳入歳出決算等における健全化判断比率は、下表のとおり早期健 

全化基準を下回っており財政の健全性は保たれていると判断される。 

 

※ 健全化判断比率とは、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づいて算定される実質赤字

  比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４つの財政指標の総称である。 

この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画 

を策定し、財政の健全化を図らなければならない。 

（単位：％） 

健全化判断比率 令和４年度 令和３年度 早期健全化基準 

①   実 質 赤 字 比 率      －      － 13.18 

②   連結実質赤字比率      －      － 18.18 

③   実質公債費比率 4.7 4.6 25.0 

④   将 来 負 担 比 率 － － 350.0 

    (注)・実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「－」で表す。 

      ・将来負担比率が算出されなかった（マイナス）場合は、「－」で表す。 
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(1) 実質赤字比率 

令和４年度における実質赤字比率は、実質収支が６億 3,824万円の歳入超過のため算定され 

ないことを確認した。 

 

※ 実質赤字比率とは、福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指 

標化し、財政運営の深刻度を示すもので、比率は次の算定式による。 

実質赤字比率（％） ＝ 一般会計等の実質収支額（Ｃ）／ 標準財政規模（Ｄ）× 100 

                                             

            （単位：千円、％） 

区     分 令和４年度 令和３年度 増    減 前年度対比 

一般会計の実質収支額         （Ａ） 638,240 1,145,341 △507,101 55.7 

一般会計等に属する特別会計          （Ｂ） 0 0 0  － 

霊園特別会計                       0  0 0 － 

合 計（一般会計等の実質収支額（Ｃ＝Ａ+Ｂ）） 638,240 1,145,341 △507,101 55.7 

標準財政規模                        （Ｄ）  11,045,121 11,384,706 △339,585 97.0 

実質赤字比率 － －   

（注）・金額が黒字の場合は正の数（実数）で、赤字の場合は△で表す。                       

・実質収支が黒字の場合、「実質赤字比率」は「－」で表す。 
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(2) 連結実質赤字比率 

令和４年度における連結実質赤字比率は、連結実質収支が 20億 1,947 万１千円の歳入超過 

のため、算定されないことを確認した。 

 

  ※ 連結実質赤字比率とは、すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の 

   程度を示す指標で、比率は次の算定式による。 

   連結実質赤字比率（％） ＝ 連結実質赤字額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）／ 標準財政規模（Ｄ）×100 

                                                                      （単位：千円、％） 

区        分 令和４年度 令和３年度 増   減 前年度対比 

一般会計等の実質収支額       Ａ 638,240 1,145,341 △507,101 55.7 

 

国民健康保険特別会計 35,562 130,850 △95,288 27.2 

介 護 保 険 特 別 会 計 48,726 28,860 19,866 168.8 

後期高齢者医療特別会計 14,056 13,319 737 105.5 

一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る
特別会計以外の実質収支額          Ｂ 

98,344 173,029 △74,685 56.8 

 法適用公営企業 

水 道 事 業 会 計 1,261,136 1,228,555 32,581 102.7 

簡易水道事業会計 0 0 0 － 

公共下水道事業会計 21,751 18,995 2,756 114.5 

公営企業に係る資金剰余・不足額    
Ｃ                 

1,282,887 1,247,550 35,337 102.8 

連結実質収支額 =（Ａ+Ｂ+Ｃ） 2,019,471 2,565,920 △546,449 78.7 

標準財政規模                      Ｄ 11,045,121 11,384,706 △339,585 97.0 

連結実質赤字比率 － －   

（注）・金額が黒字の場合は正の数（実数）で、赤字の場合は△で表す。 

・連結実質収支が黒字の場合、「連結実質赤字比率」は「－」で表す。   
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(3) 実質公債費比率 

令和４年度における実質公債費比率は、前年度に比較し、0.1ポイント増の 4.7％で早期 

  健全化基準の 25.0％を下回っている。 

 

※ 実質公債費比率とは、公債費等がどの程度の財政負担となっているかを示す指標で、過去３年間の 

平均値である。 

 実 実質公債費比率【単年度】（％）＝｛（Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）／（Ｅ－Ｄ）｝×100   

                                        （単位：千円、％） 

区         分 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

Ａ 地方債の元利償還金 2,203,351 2,218,837 2,155,884 

Ｂ 準元利償還金 182,854 173,604 211,050 

Ｃ 特定財源 289,853 296,821 240,282 

Ｄ 
元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額 

1,609,627 1,663,500 1,686,934 

Ｅ 標準財政規模 11,045,121 11,384,706 10,955,935 

実質公債費比率（単年度） 5.2 4.4 4.7 
 

実質公債費比率 4.7 4.6 4.8 
  

 

(4) 将来負担比率 

令和４年度における将来負担比率は、算定数値がマイナスとなったため、算出されなかった。 

 

※ 将来負担比率とは、公債費などの負債が将来財政を圧迫する程度を示す指標で、比率は次の算定式 

 による。 

将来負担比率（％）＝（Ａ－Ｂ）／（Ｃ－Ｄ）×100 

       （単位：千円、％） 

区         分 令和４年度 令和３年度 増  減 

Ａ 将来負担額 20,829,968 21,216,065 △386,097 

Ｂ 充当可能な財源（基金・特定歳入など） 24,746,179 24,655,746 90,433 

Ｃ 標準財政規模 11,045,121 11,384,706 △339,585 

Ｄ 
元利償還金・準元利償還金に係る基準 

財政需要額算入額 
1,609,627 1,663,500 △53,873 

 

将来負担比率 － －   
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令和４年度決算に基づく資金不足比率審査意見 

 

１ 審査の対象  

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

２ 審査の期間  

  令和５年８月３日から令和５年８月１７日まで 

 

３ 審査の方法  

  令和４年度決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が正確

に作成されているかについて審査を行った。 

 

４ 審査の結果 

審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも正 

確に作成されているものと認められた。 

（単位：％） 

区    分 会    計  令和４年度 令和３年度 経営健全化基準 

資金不足比率 

ア 水 道 事 業 会 計 － － 

 20.0 イ 簡易水道事業会計 － － 

ウ 公共下水道事業会計  － － 

(注) 資金不足がない場合の比率は、「－」で表す。 

 

全ての会計において資金不足が生じておらず、資金不足比率は算定されないことを確認し 

た。 

しかしながら、簡易水道事業及び公共下水道事業は、一般会計からの繰入金により収支の 

均衡が保たれている状況にある。 

※ 資金不足比率とは、公営企業毎の資金不足額の事業規模に対する比率であり、次の算定式による。 

 資金不足比率（％）＝資金不足額｛（Ａ＋Ｂ－Ｃ）－Ｄ｝／事業規模（Ｅ）×100 

                                 （単位：千円）  

 
 

 
 

区   分 
 

 
流動負債 
 
 
 
 

Ａ 

 
建設改良費等以
外の経費の財源
に充てるために
起こした地方債 
の現在高 
      Ｂ 

 
流動資産 
 
 
 

 
Ｃ 

 
解消可
能資金
不足額 

 
    

Ｄ 

 
資金不足額 

 
 
 
 
 (A+B-C)-Ｄ 

 
事業規模 
 
 
 
 

Ｅ 

ア 水 道 事 業 会 計 78,003 0 1,339,139 0 △1,261,136 553,365 

イ 簡易水道事業会計 8,705 0 8,705 0 0 47,370 

ウ 公共下水道事業会計 87,162 0 108,913 0 △21,751 729,119 

 


